2014年2月20日

特定非営利活動法人 CAPセンター・JAPAN
正会員の皆さま
CAPセンター・JAPAN事務局

新理事候補者推薦について
今年度もあとわずかとなりました。第13回定時総会（2014年5月25日）では、任期満了に伴い理事の選任を議案として挙げることになっています。今期をもって複数名の内部理事（RTCエリア内でCCJと覚書を交わして活動しているCAPグループに所属するCAPスペシャリスト）が退任されることになりました。2月15日（土）に行われた2013年度第2回理事会において審議された結果、今後は、次期新理事候補者を正会員、理事会、事務局から推薦し、4月の理事会での審議を経て第13回定時総会に提案することになります。

つきましては、皆さまからの次期理事候補者の推薦をお願いいたします。推薦にあたっては、別紙の推薦書を期日までにご提出ください。その際、推薦される方には必ず事前の打診（理事になることが可能かどうか）をお願いいたします。打診の際にお伝えいただく要件は以下の①～③です。なお、推薦された方が多数の場合は、理事会にて審議後、次期理事候補者として決定することになりますのでその旨併せてお伝えください。
なお、推薦に際しては、総会における議決権をお持ちの正会員（個人・団体）１つ以上からの推薦が必要となります。どうぞよろしくお願いいたします。
　
1 内部理事として、活動実践を活かして、NPO法人CAPセンター・JAPANの運営のために貢献いただける方

　 

②CAPセンター・JAPAN理事会（年に3～4回程度/土曜・日曜・祝日の11時もしくは13時頃から17時くらいまで、原則兵庫県西宮市内にて開催）に参加可能な方。
　　＊交通費のみ概算支給させていただきます。例）東京3万円、広島2万円、近畿圏内3000円

＊今後はスカイプ等を利用しての電子会議での参加もできるよう準備してまいります。
③任期は、2016年定時総会まで（例年定時総会は、5月最後の土曜もしくは日曜に開催）
　　　＊定款第16条（任期等）

　　　　　　役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
　　　　２　補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任
者の任期の残存期間とする。                                        

　　　　３　役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行
わなければならない。

【新理事選任までの流れ】

3月20日（木)
正会員より推薦者の受付締め切り

4月12日（土） 2013年度第3回理事会にて審議後、理事候補として決定し、ご本人への確認を
経て、総会議案として提出

5月25日（日） 第13回定時総会
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理事推薦者について

	お名前


	

	プロフィール

①専門分野

②職業・活動歴など


	

	日頃のCAP活動への関わり
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	推薦する正会員

団体正会員は団体名、個人正会員は個人名をご記入ください。
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	推薦理由
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